
 

審議会等名 令和６年度第３回つくばみらい市都市計画審議会  

開 催 日 令和７年３月２５日（火）  

開 催 場 所 つくばみらい市役所 伊奈庁舎２階 会議室１、２ 

出 欠 者 

出席委員   鐘ケ江礼生奈委員、岡本昌弘委員、飯村裕一委員、 

飯島宣昭委員、坂田清委員、藤平裕美委員、  

八木岡京子委員、水越賢一委員、海老原貞夫委員、  

前島一也氏（矢川春樹委員代理）、松本隆弘氏（栗林俊一

委員代理）  

欠席委員 中山雅史会長、根岸靜江委員  

事務局  小田川市長 

都市建設部：飯泉部長  

都市計画課：野口課長、藤倉課長補佐、吉田係長、 

細田主事 

プロジェクト推進課：飯泉課長、丹市街地整備推進監、 

笠見課長補佐、伊東係長 

取手地方広域下水道組合 水再生課：宮田課長補佐、 

渡辺係長 

傍聴人  ２名 

議 題 

【審議事項】  

・諮問第２号 つくばみらい都市計画区域区分の変更について  

・諮問第３号 つくばみらい都市計画土地区画整理事業の決定につい   

て   

・諮問第４号 つくばみらい都市計画用途地域の変更について  

・諮問第５号 つくばみらい都市計画地区計画の決定について  

・諮問第６号 取手都市計画及びつくばみらい都市計画下水道の変更

について 

議 事 概 要 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

【審議事項】  

・諮問第２号 つくばみらい都市計画区域区分の変更について  

・諮問第３号 つくばみらい都市計画土地区画整理事業の決定につい   

て   

・諮問第４号 つくばみらい都市計画用途地域の変更について  

・諮問第５号 つくばみらい都市計画地区計画の決定について  

・諮問第６号 取手都市計画及びつくばみらい都市計画下水道の変更

について 

 

 



【諮問理由】  

都市計画法第１８条第１項及び同条第１９条第１項の規定に基づき、

つくばみらい市都市計画審議会にお諮りするもの。  

・みらい平駅周辺市街地における人口増加や居住誘導への対応を目指

し、住宅地を中心とした新たな市街地の形成を図るため、本案のと

おり『区域区分の変更』、『用途地域の変更』、『地区計画の決定』を

行い、本都市計画区域の計画的な市街化を図るもの。  

・近接する伊奈東市街地地域との連携強化を図りながら、周辺の自然

環境や田園環境と調和した、ゆとりある街並み景観に配慮した良好

な住宅地の形成を目指し、公共施設の整備改善及び宅地利用の増進

を図るため、本案のとおり『土地区画整理事業の決定』を行い、本

都市計画区域の計画的な市街化を図るもの。 

・都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与すると共に、利根川水

系をはじめとする公共水域の水質の保全および住民の生活環境の改

善を図るため、本案のとおり『下水道の変更』を行うもの。  

 

【説明内容】 

１.（仮称）みらい平東地区について  

みらい平地区では、計画的な土地利用の誘導により、人口の社会的

増加が続いている中、今後、福岡工業団地への企業立地やつくばみら

いスマートインターチェンジの開通及び周辺開発に伴う雇用創出によ

り、新たな転入者の受け皿が必要と見込まれている状況です。こうし

た状況を踏まえ、みらいにつながる好循環なまちの推進に向け、みら

い平地区を中心とした子育て世代の賑わいを市内全域に拡大するた

め、みらい平駅周辺区域において、伊奈東市街地と一体となる住宅地

の形成を図ることを目的として、都市計画の変更を行うもの。  

これまで関係機関との協議や測量などを行い、事業化に向けた準備

を行ってきたが、関係機関との協議が整ったため、今回（仮称）みら

い平東地区の都市計画の変更を行うもの。  

 

２. 上位関連計画による位置付け  

つくばみらい市都市計画マスタープランにおける丘陵地域の地域別

構想では、（仮称）みらい平東地区は、新住宅地形成地域と一般住宅

地の拡大検討地に位置付けられており、「人口増加や居住誘導に対応

するため、伊奈東市街地との一体化を念頭に、駅を中心とした市街地

の拡大検討を行う」場所として位置づけられている。 

みらい平駅周辺市街地は人口受入れのための用地がなく、今後、福

岡工業団地への企業立地やスマートインターチェンジの開通及び周辺

開発に伴う雇用創出により、新たな転入者の受け皿が必要と見込まれ

ていることから、この住宅需要に対応するため、また、みらいにつな

がる好循環なまちの推進に向け、みらい平地区を中心とした子育て世



代の賑わいを市内全域に拡大するため、みらい平駅周辺市街地で、伊

奈東市街地と一体となる住宅地の形成を図ることを目的としている。 

 

３.（仮称）みらい平東地区の位置について  

つくばみらい市は茨城県の南部に位置しており、（仮称）みらい平

東地区は、市のほぼ中心に位置している。 

本地区の東側は既存の伊奈東市街化区域に接しており、地区の南側

は地区幹線３号線に接した場所である。また、南西側は、令和６年６

月に開通した都市計画道路小張・南太田線に接する地区である。今

回、市街化区域へ編入する面積は約２０．１ｈａで、そのうち、約１

９．１ｈａで土地区画整理事業の施行を予定している。 

 

４.都市計画手続きを行う案件  

都市計画の決定・変更を行う案件は、県決定として、区域区分の変

更、下水道の変更の２案件となる。 

市決定となる案件は、土地区画整理事業の決定、用途地域の変更、

地区計画の決定の３案件となる。 

 

５.区域区分の変更（県決定）  

区域区分の変更を行う区域の面積は約２０．１ｈａである。  

西側から北側が現状農業用として使用されている道路を区域境とし

ており、北東側は、大池を区域境としている。東側は字界や道路界を

区域境としており、南側は地区幹線３号と都市計画道路小張・南太田

線を区域境としている。 

 

６.土地区画整理事業の決定（市決定）  

土地区画整理事業の名称は、（仮称）みらい平東地区土地区画整理

事業、面積は約１９．１ｈａである。地区幹線３号の道路は、すでに

整備が完了していることから、地区幹線３号を除く約１９．１ｈａで

土地区画整理事業を行う。 

 

７.用途地域の変更（市決定）  

用途地域を変更する面積は、約２０．１ｈａである。 

用途地域は、第一種低層住居専用地域とし、１、２階を中心とした

低層住宅の良好な住環境を保護する地域に指定する。建蔽率は４０％

以下、容積率は８０％以下、建築物の高さの限度は１０ｍとし、土地

区画整理事業により都市基盤及び宅地の整備を図り、住宅地を中心と

した新たな市街地の形成を図る。 

 

８.地区計画の決定（市決定）  

地区計画を決定する区域の面積は約２０．１ｈａである。 



（仮称）みらい平東地区は、適切な土地利用の規制・誘導により、

みらい平駅に近接する利便性をいかし、隣接する伊奈東市街地との連

携強化を図りながら、周辺の自然環境や田園環境と調和した、ゆとり

ある街並み景観に配慮した住宅地の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針は、幹線道路沿道の利便性に配慮しつつ緑豊かな魅

力ある住宅地の創出と利便性の高い良好な住宅市街地の形成を図るた

め、区域全域を一般住宅地とし、低層の戸建住宅の良好な住環境を保

全する地区として定める。 

建築物等の整備の方針では、地区計画の目標及び土地利用の方針を

踏まえ、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建

築物等の形態又は意匠の制限」、「かき又はさくの構造の制限」につい

て定める。 

 

９.下水道（汚水、雨水）の変更（県決定）  

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与すると共に、利根川水

系をはじめとする公共水域の水質の保全および住民の生活環境の改善

を図ることを目的として、下水道の変更を行うもの。区域を拡大する

面積は、区域区分の変更面積と同様で、約２０．１ｈａとなる。 

 

１０.今後のスケジュールについて  

４月１２日（土）午前１０時から、今回の都市計画変更に係る住民

説明会を予定している。 

５月中旬には、原案の縦覧を行い、意見がある方は、区域区分、土

地区画整理事業、用途地域、下水道は公述申出、地区計画は、意見書

の提出ができる。 

６月上旬に公聴会の開催を予定している。 

９月中旬に都市計画法に基づく案の縦覧を行い、１０月上旬に都市

計画審議会で答申をいただきたいと考えている。また、県決定案件に

ついては、１１月上旬に茨城県都市計画審議会に諮り、令和８年の１

月中旬に５案件の都市計計画決定を行いたいと考えている。 

 

（質疑）委員：伊奈東市街地と一体となる住宅地の形成とはどういう

ものか。また、伊奈東地区はどのような用途地域となっているの

か。 

（回答）事務局：伊奈東市街化区域内は、第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、第一種住居地域の３種類の用途地域が定

められており、当該地区は、第一種低層住居専用地域と連続する区

域となることから、既存市街化区域の都市計画を踏まえ、一体とな

る住宅地の形成を図ることを目的としている。   

 

 



（質疑）委員：今回の約１９．１ｈａの住宅地で、何世帯で何人程度

を想定しているのか。 

（回答）事務局：約８００世帯で、２，０００人程度を想定してい

る。 

 

（質疑）委員：地域の繋がりをつくるため、また防災の観点からも、

自治会の設置を推進してほしい。  

（回答）事務局：業務代行予定者から提案として、地域と連携し、永

続的なまちの運営管理を目的とした管理組合の設置の提案を受けて

いる。今後、業務代行予定者と自治会の設置に向けた調整を行って

いく。 

 

（質疑）委員：子育て世代の賑わいを市内全域に拡大することとみら

いにつながる好循環なまちの推進とはどのような関係があるのか。  

（回答）事務局：みらい平では、子育て世代の転入者が多い状況であ

り、その子どもが成長して市外へ出ていったとしても、またつくば

みらい市に戻ってこられるような循環のあるまちなどをイメージし

ている。また、新たな人が移り住み、人の賑わいが生まれ、住民ニ

ーズに応えた新しい施策を実施することで、市民の満足度や市の魅

力が向上し、更に新たな人が移り住む、好循環なまちを目指してい

る。 

 

４ その他 

５ 閉会 

そ の 他 

配付資料  

・会議次第  

・資料 （仮称）みらい平東地区について 

・その他資料  

つくばみらい市都市計画審議会委員名簿  

つくばみらい市都市計画審議会条例  

 


